　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙１
生活保護業務用タブレット導入及び運用・保守業務委託事業者公募参加表明書
　　下記の参加資格の全てを満たしていることを誓約し、生活保護業務用タブレット導入及び運用・保守業務委託事業者の募集に参加を表明いたします。
令和　　年　　月　　日
	事業者名

代表者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)

	担当者職・氏名
	
	ＴＥＬ
	

	
	
	ＦＡＸ
	


※実施実績が分かる資料（契約書の写し、事業説明書等）を添付してください。
○　提案書を提出する意思がある場合は、本書を、令和８年５月２０日（水）【午後５時必着】までに、下記の提出先へ、持参によりご提出ください。
＜提出先＞世田谷区保健福祉政策部生活福祉課生活福祉担当

　世田谷区世田谷４－２２－３５　世田谷区役所　第２庁舎５階５１番窓口
（受付時間：午前９時～午後５時。（土日祝日を除く。））
別紙２

別紙３
世田谷区　保健福祉政策部　生活福祉課　生活福祉担当
高梨・手塚　あて

ＦＡＸ：０３－５４３２－３０２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

	事業者名
	

	担当者職・氏名


	
	ＴＥＬ
	

	
	
	ＦＡＸ
	

	質問内容


	


※質問の受付は、令和８年６月５日（金）の午後５時必着までとします。

※質問の回答は、ファクシミリにて、参加表明した全事業者に行います。
提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。


なお、共同提案による参加（コンソーシアム）の場合は、（１）は代表企業となる事業者が条件を満たすことで足りるものとし、（２）から（10）については全ての構成員が満たすこととする。


（１）人口20万人以上の自治体において、基幹系システムの導入及び運用・保守の契約実績を有する事業者であること。


（２）ISO／IEC27001またはJIS Q 27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度」認証を受けていること。


（３）ISO9001及びCMMIレベル3以上の認証のいずれかの取得または同等の品質マネジメントシステムを確立していること。


（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。


（５）区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。


（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。


（７）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。


（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。


（９）区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。


（１０）「生活保護業務用タブレット導入及び運用・保守業務委託事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問 及び所属をしている事業者でないこと。


※委員： 嶋津　武則　北沢総合支所保健福祉センター所長


委員： 泉　　哲郎　砧総合支所保健福祉センター所長


委員： 日髙　雄三　ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課長





［提案書類作成要領］





（１）提案書（様式及び添付書類）の作成について





　①様式１～８の記載項目について全て記入し、必要な添付書類を添付すること。





　②様式３～８の作成にあたり、添付書類が必要な場合はＡ４サイズの用紙で作成すること。なお、添付書類はそれぞれの関係様式の後にとじること。


　


③様式１～８及び添付書類を上から順番に重ねて綴じたもの　　１部（原本）


　様式２～８及び添付書類を上から順番に重ねて綴じたもの　　６部（副本）


上記のとおり綴じたものを提出すること。その際、フラットファイル等は使用せず、表紙もつけず、左側２箇所ホチキス止めで綴じること。


　


④様式２～８については、申請団体（法人名）等が特定または推測できるような記載を行わないこと。（添付書類等で記述がある場合は、黒塗り等で消去すること。）





⑤様式２～８は添付書類も含めて合計で３５ページ以内とする。








［作成部数等］


　様式１～８･･･　１部　　　　様式２～８･･･　６部


　※電子メールでの提出の場合はＰＤＦ形式で提出すること。








生活保護業務用タブレット導入及び運用・保守業務委託提案に関する


質　問　票











